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議
院
議
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初
鹿
明
博
君
提
出
地
域
防
災
計
画
に
災
害
時
の
ア
ス
ベ
ス
ト
飛
散
防
止
対
策
を
規
定
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
地
域
防
災
計
画
に
災
害
時
の
ア
ス
ベ
ス
ト
飛
散
防
止
対
策
を
規
定
す
る
こ
と
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

御
指
摘
の
総
務
省
の
調
査
結
果
に
基
づ
く
本
年
五
月
十
三
日
の
同
省
か
ら
関
係
省
に
対
す
る
勧
告
の
内
容
を
踏
ま
え
、
環
境

省
に
お
い
て
は
、
「
「
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
に
関
す
る
行
政
評
価
・
監
視－

飛
散
・
ば
く
露
防
止
対
策
を
中
心
と
し
て－

」
の
結

果
に
基
づ
く
勧
告
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
三
日
付
け
環
水
大
大
発
第
一
六
〇
五
二
三
一
号
環
境
省
水
・
大
気

環
境
局
大
気
環
境
課
長
通
知
）
に
よ
り
、
地
域
防
災
計
画
に
災
害
時
の
ア
ス
ベ
ス
ト
の
飛
散
及
び
ば
く
露
対
策
を
規
定
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
関
係
部
局
間
で
調
整
す
る
よ
う
、
都
道
府
県
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五

十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
、
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
、
小
樽
市
、
室
蘭
市
、
苫
小
牧
市
、

川
口
市
、
所
沢
市
、
市
川
市
、
松
戸
市
、
市
原
市
、
平
塚
市
、
藤
沢
市
、
四
日
市
市
、
吹
田
市
、
八
尾
市
、
明
石
市
、
加
古
川

市
及
び
大
牟
田
市
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
通
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
同
省
と
し
て
は
、
都

道
府
県
等
の
担
当
職
員
が
参
加
す
る
会
議
を
主
催
し
、
地
域
防
災
計
画
に
災
害
時
の
ア
ス
ベ
ス
ト
の
飛
散
及
び
ば
く
露
対
策
を

規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て
求
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。


